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１ 建ぺい率・容積率とは
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１ 建ぺい率・容積率とは 3

○今回の変更の対象となる 「建ぺい率」・「容積率」 は、建築基準法に基づき建築物に対して設けられる制限です。

➡建ぺい率：土地の面積に対して建物が占める割合で、建物の広さが制限されます。。

敷地内に一定の空地を設けることで、建築物の採光・通風を確保するとともに、火災時に延焼しにくいよう防火上の観点から

も定められています。

➡容 積 率：土地の面積に対して建物の延べ面積が占める割合のことで、建物の高さを制限する規制の一つです。。

もし住宅地に高階層の建物が建設されると、住宅の日照や通風等に影響が出てしまい、生活環境が害されるおそれがあります。

このように都市のバランスを保ち、かつ、住環境を保護するための重要な規定の一つです。



２ 中村都市計画区域（白地地域）の

建ぺい率・容積率の概要
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２ 中村都市計画区域（白地地域）の建ぺい率・容積率の概要 5

凡　例 件　　名 内　　容

市決定 昭和59年3月1日 中村都市計画用途地域の決定
第二種住居専用地域、住居地
域、近隣地域、商業地域、準
工業地域、工業地域

市決定 平成9年2月20日 中村都市計画用途地域の変更
古津賀土地区画整理事業に伴
い古津賀地区を追加

白地
地域

県決定 平成16年1月20日
中村都市計画区域内の用途を定
めていない区域の建築形態規制
（建ぺい・容積率）の指定

古津賀土地区画整理事業に伴
い古津賀地区を追加

告示年月日
告示番号

～

～

用途
地域

白地地域の建ぺい・容積率

＝建ぺい率60％、容積率200％

＝建ぺい率70％、容積率200％

＝建ぺい率50％、容積率100％

○本市では昭和22年頃の旧中村町の時代に、はじめて都市計画区域を決定し、その後、合併などを経て現在の中村都市計画区域（赤、青囲箇
所）に変更。

○このなかで市街地（青囲箇所）においては、都市計画法に基づき「用途の混在を防ぐことを目的」として昭和59年に用途地域を指定。
○その後、平成13年の建築基準法の改正により、都市計画区域内の用途地域を定めていない区域（白地地域 赤囲箇所）において建築物の

形態に関する制限が設けられた。

用途地域：
都市計画法に基づく地域地区の一種で、目
指すべき市街地像に応じて用途別に分類さ
れる12種類の都市計画の総称。都市の計画
的な土地利用を実現するため定められる地
域地区の中で最も根幹を成す制度。
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２ 中村都市計画区域（白地地域）の

建ぺい率・容積率の概要

１）高知県が定める白地地域における建築規制見直しの方針について

２） 高知県が定める白地地域における建築規制見直しの基準について



２ 中村都市計画区域（白地地域）の建ぺい率・容積率の概要
１）高知県が定める白地地域における建築規制見直しの方針について
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○平成13年5月の建築基準法の改正を受けて、高知県では県内の都市計画区域内の白地地域を有する市町を対象に建築形態規制の見直し着手。
「都市計画に関する基本方針」を踏まえ「土地利用や建築形態等の現況調査結果」から、平成14年７月に建築規制見直しに関する方針と基
準を作成。

「都市計画区域内の用途地域が定められていない区域（白地地域）における建築形態規制見直しの方針」では、

1.法的背景（法改正の趣旨、建築規制見直しの作業の流れなど）

2.白地地域の土地利用動向（白地地域の概況、土地・建物状況など）

3.規制基準の検討（基本方針、建ぺい率・容積率制限、高さ制限など）

「都市計画区域内の用途地域が定められていない区域（白地地域）
における建築形態規制指定基準」

国：建築基準法の改正
【法改正のポイント】
●白地地域は一般的に将来の市街地像が明確になっていない地域であることから、比較的緩やかな制限である容積率400％、建ぺい
率70％が一般に適用された。
●しかし、白地地域の実情は、容積率400％を下回る低密度な土地利用が相当進んでおり、いったん高容積の建築物が建築された場
合、日照、通風、採光、道路交通等の環境悪化を招くおそれがある。
●このため、平成12年の法改正では、特定行政庁が土地利用の状況を考慮して建築形態規制を定めるように改正された。

高知県：白地地域における建築形態規制の見直し



２ 中村都市計画区域（白地地域）の建ぺい率・容積率の概要
2）高知県が定める白地地域における建築規制見直しの基準について
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２ 中村都市計画区域（白地地域）の建ぺい率・容積率の概要
2）高知県が定める白地地域における建築規制見直しの基準について
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２ 中村都市計画区域（白地地域）の

建ぺい率・容積率の概要

３）白地地域における建築規制について（四万十市）



２ 中村都市計画区域（白地地域）の建ぺい率・容積率の概要
3）白地地域における建築規制について（四万十市）
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○高知県が定める「都市計画区域内の用途地域が定められていない区域（白地地域）における建築形態規制指定基準」に基づき、平成14年に
本市の土地利用を現況調査（建ぺい率、容積率等指定基準策定業務）を実施し、①～③の評価により妥当性を確認

① 上位計画等（中村市都市計画マスタープラン）の整理
② 土地利用動向の整理
③ 建築物の実態と課題

・都市計画区域内の実態と課題（建物用途、建築動向、敷地規模、建ぺい率・容積率、道路幅員）
・大字別の実態とまとめ

この結果、➡下田地域を除く地域は建ぺい率60％、容積率200％が妥当
➡下田地域においては、土地・建物状況と将来の土地利用（公園計画）を踏まえ、特別な配慮が必要

建ぺい率、容積率等指定基準策定業務



２ 中村都市計画区域（白地地域）の建ぺい率・容積率の概要
3）白地地域における建築規制について（四万十市）
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○下田地域の建築形態規制の設定については、
➡地区の概況 ➡建物用途 ➡階数・幅員 ➡敷地規模
➡建ぺい率・容積率の状況を調査

個別指定基準により
建ぺい率・容積率を設定

【建ぺい率・容積率】
▶一般基準用地域（建ぺい率60％、容積率200％）

①下田地区を中心とした在来住宅地を除くすべての地域
▶個別基準適用地域

②下田地区を中心とした在来住宅地は建ぺい率70％、容積率200％
③土佐西南大規模公園の区域においては、将来、計画的に公園整備を

進める区域を前提に、自然環境を保全することを目的として建ぺい
率50％、容積率100％



２ 中村都市計画区域（白地地域）の建ぺい率・容積率の概要
3）白地地域における建築規制について（四万十市）
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本市の白地地域に建築されている建物の建ぺい・容積
率状況を調査した結果と県の建築形態規制指定基準に基
づき、建ぺい・容積率が決定

①建築形態規制指定基準 ２.指定基準（１）建ぺい率・
容積率制限都市計画区域内の用途地域の指定のない区
域においては

建ぺい率10分の６、容積率10分の20とする。

②ただし書き、ｄを採用 ※（３）既存集落地区（2
（1）ｄ該当）

下田地区を中心とした在来住宅地：既存集落等の区域
で、現況の土地利用に応じた制限値を設置する必要が
ある区域

建ぺい率10分の７、容積率10分の20とする。

③ただし書き、eを採用 ※（４）環境保全地区（2
（1）e該当）

土佐西南大規模公園の区域においては、将来、計画的
に公園整備を進める区域を前提に、自然環境を保全す
ることを目的として位置付けられている区域

建ぺい率10分の５、容積率10分の10とする。
※該当地区：土佐西南大規模公園区域

市町の白地地域における建ぺい・容積率



３ 白地地域における建ぺい率・容積率の変更について

1）検証する背景
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３ 白地地域における建ぺい率・容積率の変更について
1）検証する背景

15

中村都市計画公園である土佐西南大規模公園は、社会的情勢の変化や将来的な人口減少の予
測、未供用区域における施設の必要性の評価を踏まえ、公園事業の適正化を図るため、一部
区域を削除する手続きを開始し、令和５年９月29日に都市計画変更（県決定）された。
これを機に、白地地域における「建ぺい率・容積率」の全体見直しの必要性と、一部削除し
た公園区域（黄塗）の変更について検証する。

計画面積
(ha)

建ぺい・容積率

変更前 115.90 50％・100％

変更後 78.70 50％・100％

差引 37.2 検証が必要！

双海（谷口平山、道沖平ノ山）

双海（南ダバ、本ダバなど）
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３ 白地地域における建ぺい率・容積率の変更について

2）必要性の検討



○建築形態規制の変更

Step③上位計画の地域別構想を考察
➡地域別の土地利用の課題や方針、土地利用の現状把握

Step④高知県の方針に基づき建ぺい率・容積率の妥当性を確認
➡高知県内における白地地域の制限状況調査

Step⑤高知県の方針と基準に沿った建ぺい率・容積率（案）の設定

○土佐西南大規模公園の削除区域だけではなく、全体的な見直しについて必要性を検討する

Step①上位計画との整合
➡四万十市都市計画マスタープランに基づき見直しの必要性を整理

Step②市内における建築形態規制の動向
➡平成元年～令和6年（約35年間）までの建築物の建ぺい率・容積率

の状況を調査・検証

３ 白地地域における建ぺい率・容積率の変更について
2）必要性の検討
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３白地地域における建ぺい率・容積率の変更について
2）必要性の検討～Step①上位計画との整合～

18

○本市の都市計画マスタープランより
➡都市計画区域の市街地フレーム（用途地域、用途地域外）

●「本計画期間内（～令和19年）においては現在の市街地フレームを維持する」こととしている。
●また、土地利用の方針より、用途指定に沿った土地利用がなされてきていることから、現在の都市構造や

土地利用方針を保ちつつ、市街地内への機能集約によるコンパクトな都市づくりに努める。

●用途地域外（郊外）においても、それぞれの地域の特性を活かし、市街地との連携を行うことによりバランスのとれた
土地利用を図っていくことが必要とし、各地域の特性を活かしつつ中心拠点・生活拠点と連携するなかで、豊かな自然

と共生していくためのバランスの取れた土地利用を図る。

※四万十市都市計画マスタープラン：P.117 市街地フレーム
P.126 土地利用の基本方針より

【上位計画との整合】
現在の市街地フレームを維持する方針のもと、

現在の「用途地域及び用途地域外区域」と、こ
の区域にかかる「建築形態規制」を維持する。



３ 白地地域における建ぺい率・容積率の変更について
2）必要性の検討～Step②市内における建築形態規制の動向1/2～
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中村地区

建ぺい率 容積率

○市内の建築形態規制の動向調査について
➡白地地域の建築形態規制前後における建築物の建ぺい率・容積率を比較し検証する。

規制前：平成元年～平成14年まで ／ 規制後：平成15年～令和６年まで

東⼭地区

具同地区

用途が混在する
中村、東山、具同地区

【中村地区】
建ぺい率は
➡H1～H14で30％未満～60％の間が
約７割を占める。
➡H15年以降は30％未満の建築が増え
たものの、規制前と同様に30％未満～
60％が約７割を占める。

容積率は
➡建ぺい率と同様に50％未満～200％
が約７割を占める。

【東山、具同地区】
➡規制前後において１割程度の開きはあ
るものの、建築形態動向の大きな変化は
見受けられない。

上記を踏まえ、用途が混在する地域にお
いて、建築形態動向の大きな変化はない。
また、現規制のなかにおいて、敷地に対
して建ぺい率・容積率ともに余裕をもっ
た建築がなされているほか、用地地域の
沿った市街地形成が図られていることか
らも、より厳しい建築形態規制の必要性
はないと判断する。

※グラフについては総建築数から
建ぺい率・容積率の割合を表したもの

50%未満 50%～80% 80%～100% 100%～200% 200%～300％ 300％～400％ 合計
310 330 141 257 69 9 1116
339 294 58 81 5 1 778

50%未満 50%～80% 80%～100% 100%～200% 200%～300％ 300％～400％ 合計
505 504 112 59 2 0 1182
447 301 47 12 0 0 807

50%未満 50%～80% 80%～100% 100%～200% 200%～300％ 300％～400％ 合計
307 191 44 23 0 0 565
418 263 11 4 0 0 696

規制前後とも約７割が30％未満～60％の
間で建築されている

建ぺい率と同様に約７割が50％未満～
200％の間で建築されている

30%未満 30%～40% 40%～50% 50%～60% 60%～70% 70%以上 合計
H1～H14 中村地区 223 238 207 229 95 124 1116
H15～R6 中村地区 246 218 149 109 28 28 778

30%未満 30%～40% 40%～50% 50%～60% 60%～70% 70%以上 合計
H1～H14 東山地区 245 147 106 36 28 3 565
H15～R6 東山地区 309 223 123 38 3 0 696

30%未満 30%～40% 40%～50% 50%～60% 60%～70% 70%以上 合計
H1～H14 具同地区 388 349 274 140 27 4 1182
H15～R6 具同地区 322 264 148 67 5 1 807

26%



用途が混在しない白地地域【下田地区】※後川地区は建築件数が少数であるため検証省略

建ぺい率は
➡H1～H14で30％未満が約４割、30％～70％が約６割を占める。
➡H15年以降は30％未満が約５割で30％～50％が約４割、50％～70％が約１割となっており、規制前より緩やかな建築形態となっている。
容積率は
➡H1～H14で50％未満が約５割、50％～100％が約４割、100％～200％が約1割を占める。
➡H15年以降は50％未満が約８割で50％～90％が約1割、100％～200％が約１割で、建ぺい率と同様緩やかな建築形態となっている。

市街地に比べ「敷地を広く確保しやすい下田地区」において、平成15年度以降でも「建ぺい率50％以上・容積率100％以上」で建築する建

物も存在する。この現状から、下田地区で最も厳しい「建ぺい率50％・容積率100％」の規制区域においても、規制緩和によっては「建ぺ

い率60％・容積率200％」程度の建築需要はあると判断する。

３ 白地地域における建ぺい率・容積率の変更について
2）必要性の検討～Step②市内における建築形態規制の動向2/2～
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下⽥地区

建ぺい率 容積率

50%未満 50%～80% 80%～100% 100%～200% 200%～300％ 300％～400％ 合計
254 152 53 29 0 0 488
216 43 7 4 0 0 270

※グラフについては総建築数から
建ぺい率・容積率の割合を表した
もの

30%未満 30%～40% 40%～50% 50%～60% 60%～70% 70%以上 合計
H1～H14 下田地区 179 93 98 69 44 5 488
H15～R6 下田地区 155 46 48 16 5 0 270



３ 白地地域における建ぺい率・容積率の変更について
2）必要性の検討～Step①②後、建築形態規制を変更する必要性を検証～
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本市では当面の間「現在の市街地フレーム」を維持し、これに沿った「建築形態規制」に
より、各地域においてバランスのとれた市街地環境の形成が図られている。
また、建築形態規制の動向調査では、各地区において多少のバラつきはあるものの、大き
な変化は見受けられない。以上を踏まえ「全体の見直しは必要ない」と考える。

検証結果から、今回は「土佐西南大規模公園から削除した区域を対象」
として建築形態規制の変更の必要性を検証する。

Step① 上位計画との整理と
Step② 市内における建築形態規制の動向

（用途地域・白地地域）
により市内の建築形態規制の

見直しの必要性を検証した結果

建築形態規制の方針（対象区域）

検証結果



３ 白地地域における建ぺい率・容積率の変更について
2）必要性の検討～Step③地域別の土地利用の課題や方針1/2～
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○都市計画マスタープラン「下田エリア 地域別構想」
➡下田エリアのまちづくり主要課題：土佐西南大規模公園には未利用地が多く残っているため区域の見直しが必要。また、津波の影響を受け

ない高台地域について、南海トラフ地震対策に資する宅地化などの計画的な土地利用を促進。
➡分野別方針：太平洋沿いの優良な高台である、平野・双海地区については、自然環境や農地との調和を図りつつ、復興まちづくり区域とし

て計画検討を進める。

双海（谷口平山、道沖平ノ山）

双海（南ダバ、本ダバなど）



３ 白地地域における建ぺい率・容積率の変更について
2）必要性の検討～Step③地域別の土地利用の課題や方針2/2～
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○高知県の自然公園制度
➡上位計画のほか、高知県では自然公園制度に基づき、県内にある優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の

増進を図り、もつて県民の保健、休養及び教化に資することを目的に自然公園条例を制定。
自然公園制度は、日本の優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、国民の保健・休養・教化に
資することを目的としており、自然公園には国立公園・国定公園・都道府県立自然公園が含まれ、県内では条例により
下図のとおり指定されている。

➡高知県では、平成15年の建築形態規制見直しの際に、県条例で指定した自然公園について建築形態規制によるただし書
きを採用し建ぺい率50％、容積率100％とした。

➡あわせて、土佐西南大規模公園（中村地区）については自然公園の指定はないが、将来、計画的に公園整備（広域公
園）を進める区域を前提に、自然環境を保全することを目的として、建ぺい率50％、容積率100％を準用した。

当該地は県条例（国立公園含む）で指定して
いる自然公園には含まれていない。



３ 白地地域における建ぺい率・容積率の変更について
2）必要性の検討～Step③土地利用の現状把握～
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○土地利用の現状
➡公園区域から除外される３箇所の共通点は、高台に位置し、高知県が示す津波浸水区域から外れている。

現在は山林や畑としての土地利用が多くを占めるほか、一部、住居用の建物が建築されている。
➡①と③の隣接地には住居用の建築物がある。

都市計画マスタープランの地域別構想では
・既存集落を維持するための「四万十川の環境と田園風景に

調和した居住空間の確保」
・土佐西南大規模公園を核とした「交流のにぎわいを育む観

光資源のネットワーク化」
・南海トラフ地震から命を守る・つなぐため、津波の影響を

受けない高台において復興まちづくりに向けた「防災基盤
の強化」

公園から削除された区域は、津波の影響を受けない良好な
高台に位置するため、建築形態規制を緩和することで南海
トラフ地震に備えて自主的な高台移転が可能であり、将来
の宅地化が見込まれる。

双海（谷口平山、道沖平ノ山）

双海（南ダバ、本ダバなど）
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３ 白地地域における建ぺい率・容積率の変更について

3）建築形態規制の変更（案）



３ 白地地域における建ぺい率・容積率の変更について
3）建築形態規制の変更（案）～Step④建ぺい率・容積率の妥当性～
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○高知県の建築形態規制指定基準に基づき建ぺい率・容積率の妥当性を確認
現在、土佐西南大規模区域として「ただし書きe 建ぺい率50％ 容積率100％」で規制中。
ただし、一部削除された公園区域については、
➡Step③上位計画により南海トラフ地震対策に資する宅地化など、計画的な土地利用を促進。
➡土地利用の近隣区域に住居家屋が隣接しており、今後、住居用建築の見込みがある
➡県条例で指定する「自然公園」ではないため、現状の厳しい規制は困難であり、県の現行基準に沿っ

た建築形態規制が適当。

上記内容を精査し、高知県が定める基準に基づき

当該区域の建築形態規制については
「一般基準適用」

➡ 建ぺい率60％、容積率200％
➡ 道路斜線制限 1.5
➡ 隣地斜線制限 2.5 が妥当



４ 高知県の方針・基準に基づいた建ぺい率・容積率（案）
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４ 高知県の方針・基準に基づいた建ぺい率・容積率（案） 28

区域 建ぺい率 容積率

60％ 200％

上位計画や高知県の基準との整合、また、当該地の土地利用状況を踏まえ、
隣接地と同様の建築形態規制（案）

「一般基準適用」建ぺい率60％、容積率200％とする。



４ 高知県の方針・基準に基づいた建ぺい率・容積率（案） 29



５ 今後のスケジュール
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５ 今後のスケジュール 31
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